
市町村４－１

調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 27

無 無

条例名称 公布日（西暦） 施行日（西暦）

現
在
の
状
況

計画名称

女性活
躍推進
法との
関係

計画
策定
の

方法

現在
の

状況

12 15 22 24

19 201 甲府市 人権男女参画課 1 2 1 1 甲府市男女共同参画推進条例 2003年3月26日 2003年4月1日 第3次こうふ男女共同参画プラン 2017年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1

19 202 富士吉田市 市民協働推進課 1 2 1 1 男女共同参画推進条例 2003年3月24日 2003年4月1日
第2次富士吉田市男女共同参画推進プラ
ン

2013年4月1日 ～ 2023年3月31日 0 1

19 204 都留市 地域環境課 1 2 1 1 都留市男女共同参画基本条例 2000年3月24日 2000年3月24日 第3期都留市男女共同参画推進計画 2016年4月 ～ 2027年3月 1 1
19 205 山梨市 地域資源開発課 1 2 1 1 山梨市男女共同参画推進条例 2005年4月25日 2005年4月25日 第4次山梨市男女共同参画基本計画 2022年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1
19 206 大月市 秘書広報課 1 2 1 1 大月市男女共同参画社会推進条例 2005年3月28日 2005年3月28日 大月市男女共同参画プラン 2015年3月 ～ 2024年3月 0 1

19 207 韮崎市 総合政策課 1 2 0 1 韮崎市男女共同参画推進条例 2006年3月31日 2006年4月1日
第2次韮崎市男女共同参画推進計画「男
と女、ともに煌く夢プラン」

2013年4月1日 ～ 2023年3月 0 1

19 208
南アルプス
市

市民活動支援課 1 2 1 1 南アルプス市男女共同参画推進条例 2006年12月25日 2007年2月1日
第2次南アルプス市男女共同参画基本計
画

2015年4月1日 ～ 2025年3月31日 0 1

19 209 北杜市
市民環境部市民サービス
課

1 2 0 0 北杜市男女共同参画推進条例 2006年3月14日 2018年10月22日
ほくとほほえみ夢プラン（第2次北杜市男
女共同参画推進プラン）

2016年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

19 210 甲斐市 市民活動支援課 1 2 1 1 甲斐市男女共同参画推進条例 2010年3月10日 2010年4月1日 第4次甲斐ヒューマンプラン 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1
19 211 笛吹市 市民活動支援課 1 2 1 1 笛吹市男女共同参画推進条例 2011年9月28日 2011年9月28日 第4次輝け男女笛吹プラン 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1
19 212 上野原市 総務課 1 2 0 0 上野原市男女共同参画推進条例 2015年3月30日 2015年4月1日 第2次上野原スマイルプラン 2015年4月 ～ 2025年3月 0 1
19 213 甲州市 市民課 1 2 1 1 甲州市男女共同参画推進条例 2016年3月18日 2016年4月1日 第３次甲州市男女共同参画推進計画 2022年4月1日 ～ 2032年3月31日 1 1
19 214 中央市 企画課 1 2 1 0 中央市男女共同参画推進条例 2017年12月19日 2018年4月1日 拓け中央輝きプラン 2017年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

19 346 市川三郷町 政策秘書課 1 2 0 1 市川三郷町男女共同参画推進条例 2007年9月14日 2007年9月14日
第４次市川三郷町男女共同参画プラン～
輝く笑顔いちかわみさと～

2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

19 364 早川町 総務課 1 2 0 0 早川町男女共同参画社会推進条例 2004年6月14日 2004年6月14日 はやかわ男女いきいきプラン 2019年4月1日 ～ 2029年3月31日 1 1
19 365 身延町 企画政策課 1 2 1 1 ⾝延町男⼥共同参画推進条例 2006年9月21日 2006年9月21日 第2次みのぶヒューマンプラン 2019年4月1日 ～ 2029年3月31日 1 1
19 366 南部町 総務課 1 2 0 1 南部町男女共同参画推進条例 2005年3月25日 2005年3月25日 第3次南部町ヒューマンプラン 2018年10月 ～ 2028年10月 1 1

19 368 富士川町 政策秘書課 1 2 0 1 富士川町男女共同参画推進条例 2014年6月19日 2014年7月1日
第二次富士川町男女共同参画基本計画
「すべての人が輝くふじかわ推進プラン」

2021年4月 ～ 2026年3月 1 1

19 384 昭和町 企画財政課 1 2 0 0 昭和町男女共同参画推進条例 2011年9月26日 2011年10月1日
「共に生き活き輝け昭和」第２次昭和町男
女共同参画基本計画

2013年4月 ～ 2023年3月 0 1

19 422 道志村 総務課 1 2 0 0 0 0
19 423 西桂町 総務課 1 2 0 0 2 西桂町第２次男女共同参画計画 2013年4月 ～ 2023年3月 0 1
19 424 忍野村 総務課 1 2 1 1 忍野村男女共同参画推進条例 2008年3月17日 2008年4月1日 第3次忍野ハーモニープラン 2016年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1
19 425 山中湖村 総務課 1 2 0 0 山中湖村男女共同参画推進条例 2004年10月1日 2004年10月1日 第４次山中湖いきいきプラン 2014年4月1日 ～ 2018年3月31日 0 1
19 429 鳴沢村 総務課 1 2 0 0 0 （鳴沢村長期総合計画） 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 0 0
19 430 富士河口湖 政策企画課 1 2 0 0 富士河口湖町男女共同参画推進条例 2011年3月7日 2011年4月1日 第２次ふじサンサンプラン 2016年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1
19 442 小菅村 教育委員会 2 2 0 0 0 1
19 443 丹波山村 教育委員会 2 2 0 0 0 0

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定予定有
２　教育委員会 ０　無 １　2023年3月末までの制定を目途に検討中 １　一体 ０　策定予定無

２　2022年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない １　単独計画として策定
２　１ではない ０　無 ０　総合計画の一部として策定

※2023/3/6　計画策定に関する情報について一部更新

有有
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市町村４－２

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

1 0 1 1 0 0 1 0 0

19 201 甲府市 甲府市男女共同参画センター 400-0858 山梨県甲府市相生2-17-1 055-237-5209 055-222-2062

https://www.city.kofu.yama
nashi.jp/nadeshiko-
plus/activewoman/shienjig
yo.html#shisetu

○ ○ ○

19 202 富士吉田市
19 204 都留市
19 205 山梨市
19 206 大月市
19 207 韮崎市
19 208 南アルプス
19 209 北杜市
19 210 甲斐市
19 211 笛吹市
19 212 上野原市
19 213 甲州市
19 214 中央市
19 346 市川三郷町
19 364 早川町
19 365 身延町
19 366 南部町
19 368 富士川町
19 384 昭和町
19 422 道志村
19 423 西桂町
19 424 忍野村
19 425 山中湖村
19 429 鳴沢村
19 430 富士河口湖
19 442 小菅村
19 443 丹波山村

山梨県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(2022年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理



市町村４－２ (2)

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 山梨県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

1 0 1 1 1 0 1 0 0 0

19 201 甲府市 甲府市男女共同参画センター 2003年4月1日 7 0 10,222 ○ ○ ○ ○ 男女共同参画推進支援事業等

19 202 富士吉田市 0 0 0

19 204 都留市 0 0 0
19 205 山梨市 0 0 0
19 206 大月市 0 0 0

19 207 韮崎市 0 0 0

19 208
南アルプス
市

0 0 0

19 209 北杜市 0 0 0

19 210 甲斐市 0 0 0

19 211 笛吹市 0 0 0

19 212 上野原市 0 0 0

19 213 甲州市 0 0 0
19 214 中央市 0 0 0
19 346 市川三郷町 0 0 0

19 364 早川町 0 0 0

19 365 身延町 0 0 0

19 366 南部町 0 0 0

19 368 富士川町 0 0 0

19 384 昭和町 0 0 0

19 422 道志村 0 0 0

19 423 西桂町 0 0 0

19 424 忍野村 0 0 0

19 425 山中湖村 0 0 0

19 429 鳴沢村 0 0 0

19 430
富士河口湖
町

0 0 0

19 442 小菅村 0 0 0

19 443 丹波山村 0 0 0

主　　　　な　　　　事　　　　業

都
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市
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村

名
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設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２２　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称



市町村４－３

調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

6 13 0 0.0 11 0 0.0 14 0 0.0 8 0 0.0 2,166 78 3.6

19 201 甲府市 2013年6月20日 甲府市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 513 28 5.5

19 202 富士吉田市 1 0 0.0 1 0 0.0 33 0 0.0

19 204 都留市 2001年3月4日 男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 0 0 90 3 3.3

19 205 山梨市 1 0 0.0 1 0 0.0 88 3 3.4

19 206 大月市 1 0 0.0 0 0 171 6 3.5

19 207 韮崎市 1 0 0.0 1 0 0.0 99 3 3.0

19 208
南アルプス
市

2006年12月25日 南アルプス市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 86 0 0.0

19 209 北杜市 2011年11月1日 北杜市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 122 3 2.5

19 210 甲斐市 1 0 0.0 1 0 0.0 136 3 2.2

19 211 笛吹市 2015年3月15日 笛吹市男女共同参画都市宣言 4 1 0 0.0 1 0 0.0 132 3 2.3

19 212 上野原市 1 0 0.0 1 0 0.0 111 2 1.8

19 213 甲州市 2019年6月21日 甲州市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 100 3 3.0

19 214 中央市 1 0 0.0 0 0 60 5 8.3

19 346 市川三郷町 1 0 0.0 1 0 0.0 53 1 1.9

19 364 早川町 1 0 0.0 1 0 0.0 30 0 0.0

19 365 身延町 1 0 0.0 1 0 0.0 132 9 6.8

19 366 南部町 1 0 0.0 0 0 25 0 0.0

19 368 富士川町 1 0 0.0 0 0 15 0 0.0

19 384 昭和町 1 0 0.0 1 0 0.0 12 1 8.3

19 422 道志村 1 0 0.0 1 0 0.0 28 2 7.1

19 423 西桂町 1 0 0.0 0 0 5 0 0.0

19 424 忍野村 1 0 0.0 0 0 4 0 0.0

19 425 山中湖村 1 0 0.0 1 0 0.0 5 0 0.0

19 429 鳴沢村 1 0 0.0 0 0 2 0 0.0

19 430
富士河口湖
町

1 0 0.0 1 0 0.0 98 3 3.1

19 442 小菅村 1 0 0.0 0 0 8 0 0.0

19 443 丹波山村 1 0 0.0 1 0 0.0 8 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他
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市町村４－４

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

502 385 7,427 2,028 27.3 526 420 7,884 1,981 25.1 154 65 909 95 10.5 473 56 11.8 563 66 11.7

小計 515 409 7,659 1,902 24.8 153 65 906 95 10.5

19 201 甲府市 30.0 2023年3月 42 35 611 155 25.4 地方自治法第202条の3に該当する審議会 42 35 611 155 25.4 6 4 37 7 18.9 40 5 12.5 2 2022年7月12日 2 2022年7月12日 1
19 202 富士吉田市 23 21 246 79 32.1 6 2 37 3 8.1 23 5 21.7 1 1 1
19 204 都留市 40.0 2027年3月 30 25 400 77 19.3 地方自治法第202条の3に基づく審議会等 30 25 400 77 19.3 5 2 27 3 11.1 19 4 21.1 20 4 20.0 1 1 1
19 205 山梨市 30.0 2028年3月 27 27 431 118 27.4 市の外部審議会委員 21 20 352 86 24.4 6 3 53 4 7.5 53 8 15.1 54 8 14.8 1 1 1
19 206 大月市 20.0 2024年3月 19 12 376 68 18.1 法律により設置されている審議会等（地方自治法第202条の3） 14 10 332 54 16.3 5 2 29 3 10.3 0 0 0 0 1 1 1
19 207 韮崎市 30.0 2023年3月 26 23 622 187 30.1 地方自治法（第202条の3）に基づく審査会 26 23 622 187 30.1 6 4 35 5 14.3 20 3 15.0 21 3 14.3 1 1 1

19 208
南アルプス
市

45.0 2025年3月 64 51 1,111 372 33.5
（1）法律又は条例により設置する付属機関（2）付属機関に準ずる機
関で規則又は要綱により設置されているもの

48 40 810 263 32.5 6 3 38 4 10.5 30 4 13.3 31 4 12.9 1 1 1

19 209 北杜市 33.2 2026年3月 23 17 485 135 27.8 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会 22 17 485 135 27.8 6 3 66 5 7.6 39 1 2.6 40 1 2.5 1 1 1

19 210 甲斐市 30.0 2026年3月 59 39 1,008 318 31.5

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく、法令又条例の定める
ところにより市長が設置する附属機関及び有識者等の意見を聴取
し、市政に反映させることを目的とした規則、その他の規定に基づく審
議会、委員会、協議会等

38 30 731 181 24.8 6 3 36 4 11.1 25 7 28.0 26 7 26.9 1 1 1

19 211 笛吹市 30.0 2024年3月 34 22 407 124 30.5 地方自治法に基づく範囲内 31 22 407 124 30.5 6 4 38 6 15.8 25 1 4.0 26 1 3.8 1 1 1
19 212 上野原市 17 9 294 41 13.9 5 1 41 2 4.9 31 7 22.6 32 7 21.9 1 1 1
19 213 甲州市 50.0 2032年3月 30 29 400 101 25.3 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 30 29 400 101 25.3 5 3 52 4 7.7 30 2 6.7 31 2 6.5 1 1 1
19 214 中央市 30.0 2023年3月 41 31 517 133 25.7 審議会・付属機関 24 16 243 45 18.5 6 3 32 4 12.5 16 2 12.5 17 2 11.8 1 1 1

19 346 市川三郷町 33.3 2023年3月 36 27 456 96 21.1
１．法律又は政令により設置されている審議会等　２．法律により設置
されている委員会等(地方自治法第180条の5)　３．条例、規則等によ
り設置されている懇談会、会議等

28 22 359 77 21.4 5 2 28 2 7.1 20 2 10.0 21 2 9.5 1 1 1

19 364 早川町 7 4 85 9 10.6 6 1 23 2 8.7 1 1 1
19 365 身延町 30.0 2023年3月 14 11 145 33 22.8 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 14 11 145 33 22.8 6 3 42 6 14.3 1 1 1
19 366 南部町 12 11 134 25 18.7 6 3 31 4 12.9 24 3 12.5 25 3 12.0 1 1 1
19 368 富士川町 30.0 2026年3月 28 23 283 69 24.4 地方自治法第202条の3と第180条の5に基づく審議会・委員会等 22 19 252 64 25.4 6 4 31 5 16.1 1 1 1
19 384 昭和町 32.2 2023年3月 14 5 71 13 18.3 審議会と地方自治法に定める委員会のみ 12 9 158 29 18.4 6 2 29 3 10.3 30 2 6.7 31 2 6.5 1 1 1
19 422 道志村 6 5 53 11 20.8 5 2 20 2 10.0 14 2 14.3 15 2 13.3 1 1 1
19 423 西桂町 5 4 76 13 17.1 6 2 27 2 7.4 32 3 9.4 33 3 9.1 1 1 1
19 424 忍野村 30.0 2026年3月 15 8 104 29 27.9 条例、規則等により設置されている懇談会、会議棟 4 4 48 11 22.9 6 2 35 4 11.4 18 2 11.1 19 2 10.5 1 1 1
19 425 山中湖村 5 5 59 12 20.3 6 1 25 1 4.0 22 3 13.6 23 3 13.0 1 1 1
19 429 鳴沢村 8 3 81 11 13.6 6 3 26 5 19.2 17 0 0.0 18 0 0.0 1 1 1

19 430
富士河口湖
町

14 10 186 67 36.0 5 1 28 2 7.1 1 1 1

19 442 小菅村 7 2 59 8 13.6 5 1 21 2 9.5 8 0 0.0 9 0 0.0 1 1 1
19 443 丹波山村 5 3 31 4 12.9 5 1 19 1 5.3 8 0 0.0 1 1 1

山梨県

総
委
員
数

（再掲）
市町村防災会議
(委員のみ）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

委
員
会
等
数

地方自治
法(第180
条の５）に
基づく委員
会等にお
ける登用

状況

2022年4月1日調査時点コード

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総
委
員
数

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

目
標
値

（％）

目
標
達
成
期
限

審
議
会
等
数

女
性
比
率

（％）

その他

調査時点コード

その他

目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況

審
議
会
等
数

（再掲）
市町村防災会議
(会長を含む)

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

目標設
定の対

象である
審議会
等の目
標及び
現状値

その他

地方自治
法（第202
条の３）に
基づく審議
会等にお
ける登用

状況



市町村４－４ (2)

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

11 11 225 79 35.1 1 0 3 0 0.0

甲府市 0 0 0 0 0 0 0 0

富士吉田市 2 2 40 21 52.5 0 0 0 0

都留市 0 0 0 0 0 0 0 0

山梨市 0 0 0 0 0 0 0 0

大月市 2 2 44 14 31.8 1 0 3 0 0.0

韮崎市 0 0 0 0 0 0 0 0

南アルプス
市

0 0 0 0 0 0 0 0

北杜市 0 0 0 0 0 0 0 0

甲斐市 2 2 30 8 26.7 0 0 0 0

笛吹市 0 0 0 0 0 0 0 0

上野原市 0 0 0 0 0 0 0 0

甲州市 2 2 42 20 47.6 0 0 0 0

中央市 0 0 0 0 0 0 0 0

市川三郷町 3 3 69 16 23.2 0 0 0 0

早川町 0 0 0 0 0 0 0 0

身延町 0 0 0 0 0 0 0 0

南部町 0 0 0 0 0 0 0 0

富士川町 0 0 0 0 0 0 0 0

昭和町 0 0 0 0 0 0 0 0

道志村 0 0 0 0 0 0 0 0

西桂町 0 0 0 0 0 0 0 0

忍野村 0 0 0 0 0 0 0 0

山中湖村 0 0 0 0 0 0 0 0

鳴沢村 0 0 0 0 0 0 0 0

富士河口湖
町

0 0 0 0 0 0 0 0

小菅村 0 0 0 0 0 0 0 0

丹波山村 0 0 0 0 0 0 0 0

女
性
比
率

（％）

山梨県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
地方自治法（第202条の３）に基づく

審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
員
数



市町村４－４（3）

調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

949 145 15.3 733 103 14.1 125 7 5.6 107 5 4.7 59 7 11.9 47 6 12.8 765 131 17.1 579 92 15.9 651 200 30.7 483 114 23.6 1,384 482 34.8 1,109 329 29.7 128 12 9.4 22 0 0.0

19 201 甲府市 201 20 10.0 127 8 6.3 23 1 4.3 16 0 0.0 45 3 6.7 34 2 5.9 133 16 12.0 77 6 7.8 183 42 23.0 119 14 11.8 299 101 33.8 209 49 23.4 1 20 2 10.0 5 0 0.0 1

19 202 富士吉田市 68 15 22.1 59 11 18.6 9 0 0.0 9 0 0.0 13 4 30.8 13 4 30.8 46 11 23.9 37 7 18.9 86 42 48.8 69 29 42.0 62 36 58.1 31 9 29.0 2 2021年4月1日 9 1 11.1 2 0 0.0 2 2021年4月1日

19 204 都留市 29 5 17.2 25 4 16.0 7 1 14.3 5 0 0.0 0 0 0 0 22 4 18.2 20 4 20.0 34 8 23.5 30 7 23.3 60 19 31.7 55 19 34.5 1 4 0 0.0 0 0 1

19 205 山梨市 27 6 22.2 22 6 27.3 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6 22.2 22 6 27.3 43 14 32.6 27 2 7.4 37 10 27.0 26 5 19.2 1 5 1 20.0 1 0 0.0 1

19 206 大月市 27 3 11.1 18 3 16.7 5 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 22 3 13.6 14 3 21.4 0 0 0 0 58 11 19.0 46 11 23.9 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

19 207 韮崎市 23 4 17.4 13 2 15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 17.4 13 2 15.4 17 7 41.2 8 0 0.0 40 14 35.0 29 9 31.0 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

19 208
南アルプス
市

87 18 20.7 56 7 12.5 12 1 8.3 10 1 10.0 0 0 0 0 75 17 22.7 46 6 13.0 47 13 27.7 33 9 27.3 81 25 30.9 42 10 23.8 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

19 209 北杜市 112 17 15.2 84 11 13.1 31 2 6.5 27 2 7.4 0 0 0 0 81 15 18.5 57 9 15.8 9 8 88.9 6 5 83.3 104 33 31.7 103 32 31.1 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

19 210 甲斐市 56 13 23.2 56 13 23.2 13 1 7.7 13 1 7.7 0 0 0 0 43 12 27.9 43 12 27.9 0 0 0 0 85 34 40.0 82 31 37.8 1 9 1 11.1 1 0 0.0 1

19 211 笛吹市 63 7 11.1 56 7 12.5 12 0 0.0 11 0 0.0 1 0 0.0 0 0 50 7 14.0 45 7 15.6 94 17 18.1 79 17 21.5 21 14 66.7 21 14 66.7 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

19 212 上野原市 22 2 9.1 17 2 11.8 7 1 14.3 6 1 16.7 0 0 0 0 15 1 6.7 11 1 9.1 2 0 0.0 0 0 52 10 19.2 35 5 14.3 1 0 0 0 0 1

19 213 甲州市 21 2 9.5 18 2 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 9.5 18 2 11.1 52 17 32.7 43 14 32.6 73 32 43.8 57 24 42.1 1 4 0 0.0 0 0 1

19 214 中央市 23 6 26.1 23 6 26.1 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0 0 18 6 33.3 18 6 33.3 11 6 54.5 5 0 0.0 63 20 31.7 63 20 31.7 1 9 2 22.2 1 0 0.0 1

19 346 市川三郷町 22 2 9.1 22 2 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 9.1 22 2 9.1 0 0 0 0 49 16 32.7 49 16 32.7 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

19 364 早川町 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0.0 0 0 13 4 30.8 13 4 30.8 7 3 42.9 7 3 42.9 1 2 0 0.0 0 0 1

19 365 身延町 20 1 5.0 19 1 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 5.0 19 1 5.3 0 0 0 0 106 42 39.6 83 22 26.5 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

19 366 南部町 20 0 0.0 19 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0.0 19 0 0.0 7 2 28.6 7 2 28.6 23 6 26.1 23 6 26.1 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

19 368 富士川町 29 9 31.0 29 9 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 9 31.0 29 9 31.0 15 4 26.7 15 4 26.7 34 13 38.2 34 13 38.2 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

19 384 昭和町 16 2 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 12.5 0 0 0 0 0 0 31 10 32.3 30 9 30.0 1 2 1 50.0 0 0 1

19 422 道志村 5 2 40.0 5 2 40.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 40.0 5 2 40.0 6 1 16.7 6 1 16.7 4 2 50.0 4 2 50.0 1 1 0 0.0 1 0 0.0 1

19 423 西桂町 10 1 10.0 10 1 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10.0 10 1 10.0 13 6 46.2 8 1 12.5 3 1 33.3 3 1 33.3 1 10 4 40.0 0 0 1

19 424 忍野村 14 6 42.9 10 2 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 42.9 10 2 20.0 7 4 57.1 5 2 40.0 12 3 25.0 10 2 20.0 1 1 0 0.0 0 0 1

19 425 山中湖村 10 2 20.0 9 2 22.2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 20.0 9 2 22.2 6 3 50.0 5 2 40.0 19 4 21.1 18 3 16.7 1 2 0 0.0 0 0 1

19 429 鳴沢村 7 0 0.0 7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0.0 7 0 0.0 3 0 0.0 3 0 0.0 6 2 33.3 6 2 33.3 1 2 0 0.0 1 0 0.0 1

19 430
富士河口湖
町

20 2 10.0 19 2 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 10.0 19 2 10.5 3 2 66.7 2 1 50.0 50 20 40.0 38 11 28.9 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

19 442 小菅村 5 0 0.0 5 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 3 1 33.3 3 1 33.3 1 1 0 0.0 0 0 1

19 443 丹波山村 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0.0 2 0 0.0 1 1 0 0.0 0 0 1

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

うち一般行政職
課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

女
性
比
率

（％）

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

管理職の在職状況 職務上の地位別職員在職状況

女
性
比
率

（％）

山梨県

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

うち一般行政職

管
理
職
総
数

部
局
長
相
当
職

次
長
相
当
職

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

調査時点コード 2022年4月1日 その他

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職 うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

部
局
長
相
当
職

調

査

時

点

コ

ー

ド

そ の 他

本庁の防災・危機管理部局への配置状況

うち管理職数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

部
局
職
員
数

防
災
・
危
機
管
理

女
性
数



市町村４－５

調査表４－５

市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査）

議会関係は2022年7月1日（その他2022年4月1日）

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

4 1の合計 22 0 13 0 13 12 12 12 12 11

5 2の合計 2 11 9 22 5 4 6 5 9 3

1 3の合計 1 5 0 2 2 2 2 2 2

17 4の合計 2 6 7 9 7 8 4 9

19 201 甲府市 1 甲府市議会 1 3 1

甲府市議会会議規則第2条2号

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の目後8週間を経過する目までの範囲内にお
いて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

19 202 富士吉田市 4 富士吉田市議会 1 3 2 2 4 4 4 4 4 4

19 204 都留市 1

都留市職員の旧姓使用に関する要綱 

(趣旨)　第1条
　この要綱は、婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を改めた職員につ
いて、改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を市の文書等において使用することに関し、
必要な事項を定めるものとする。

都留市議会 1 2 1

都留市議会会議規則

第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議
長に届け出なければならない。 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内にお
いて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

第91条　委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむ
を得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに
委員長に届け出なければならない。 
2　委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内にお
いて、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

19 205 山梨市 1

山梨市職員旧姓使用取扱規定

（趣旨）
第1条　この規程は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）に
より、戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」と
いう。）を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

山梨市議会 1 3 1

山梨市議会会議規則

第2条第2項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎妊
娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日まで
の範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出するこ
とができる。

2 1 1 1 1 1 1

甲府市職員旧姓使用取扱要綱

（趣旨）
第１　この要綱は、甲府市職員（以下「職員」という。）が婚姻、養子縁組その他の事
由（以下「婚姻等」という。）によって、戸籍上の氏（以下「戸籍姓」という。）を改めた後
も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を文書等に使用する場
合の手続き等に関して必要な事項を定めるものとする。

（承認の申請）
第２　職員は、婚姻等により戸籍姓を改めた後も旧姓の使用を希望するときは、任命
権者の承認を受けなければならない。
２　前項の承認を受けるときは、旧姓使用承認申請書（第１号様式）を、所属長を経
由して任命権者に提出しなければならない。

（承認）
第３　任命権者は、第２の申請があった場合において、人事記録及び改正前後の戸
籍姓を証する書面（戸籍謄本等）により、申出を受けた姓が戸籍上根拠を有する旧
姓であることの確認を行い、法令又は条例等の規定に反するおそれがなく、かつ、職
務遂行上又は事務処理上著しい誤解又は混乱を招くおそれのない文書等について、
当該申請のあった旧姓の使用について承認するものとする。

（承認の取り消し）
第４　任命権者は、職務遂行上支障があると認めるときは、承認を取り消すことがで
きる。

（旧姓の使用の中止の届出）
第５　旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届（第２号
様式）を、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

（旧姓使用の範囲）
第６　旧姓を使用することができる文書等の種類及び例は、別表第１のとおりとし、旧
姓を使用することができない文書等の種類及び例は、別表第２のとおりとする。

（異動による旧姓使用の取扱）
第７　旧姓を使用する職員が人事異動等により任命権者を異にする異動をした場合
は、異動先の任命権者が旧姓の使用を承認したものとみなし、第２の規定による手
続きを省略することができるものとする。



（人事記録への記載等）
第８　任命権者は、第３の承認を行ったとき、又は第５の旧姓使用の中止の届出を受
けたときは、戸籍上の氏名、使用する旧姓及び旧姓使用申出日並びに旧姓使用開
始日又は旧姓使用中止日を、旧姓使用の申出又は中止の届出をした職員の人事記
録に記載するものとする。
２　旧姓使用承認申請書及び旧姓使用中止届は人事記録の附属書類として保管す
る。

（責務）
第９　所属長は、所属職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるよう努めなけれ
ばならない。
２　旧姓を使用する職員は、旧姓を使用することができる文書等には統一して旧姓を
使用することとし、常に市民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければなら
ない。

（その他）
第１０　この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、任命権者が
別に定める。


　附　則
（施行期日）
　この要綱は、令和４年６月１日から施行する。

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

調査時点

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７
問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

山梨県



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７
問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

19 206 大月市 2 大月市議会 1 2 1

大月市議会会議規則第２条の２

第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議
長に届け出なければならない。

2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内にお
いて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 2 2 2 2 2 2

19 207 韮崎市 2 韮崎市議会 1 2 1

韮崎市議会会議規則

（第2条第2項）議員は、出産（配偶者の出産を含む。第82条第2項において同じ。）の
ため出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週
間）前の日から該当出産の日後8週間を経過するまでの範囲において、その期間を
明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

19 208
南アルプス
市

4
南アルプス市議会
事務局

1 4 2 2 4 4 4 4 4 4

19 209 北杜市 2 北杜市議会 1 2 1

北杜市議会会議規則

第2条第2項　　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎
妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1 1

19 210 甲斐市 2 甲斐市議会 1 4 2 2 4 4 4 4 4 4

19 211 笛吹市 2 笛吹市議会 1 2 1

笛吹市議会会議規則

第1章　会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1節　総則
第2条2　出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多児妊娠の場合にあ
たっては、14週）前の日から当該出産に日後8週間を経過する日までの範囲におい
て、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 2 4 4 4 2 2

19 212 上野原市 1 上野原市議会 1 4 2 2 2 2 2 2 2 4

上野原市職員旧姓使用取扱要綱

(趣旨)

第1条　この訓令は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整
備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって
戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)
を文書等に使用する場合の手続き等に関して必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条　職員は、旧姓を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならな
い。

2　前項の承認を受けるときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を所属長を経て市
長に提出しなければならない。

(承認)

第3条　市長は、前条の申請があった場合、旧姓が専ら組織内部で使用され、法律等
に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認めるときは、旧姓の使用につい
て承認するものとする。

2　市長は、前項の規定により旧姓の使用を承認した場合、旧姓使用承認通知書(様
式第2号)を所属長を経て当該職員(以下「旧姓使用者」という。)に通知するものとす
る。

(承認の取り消し)

第4条　市長は、職務遂行上支障があると認めるときは、承認を取り消すことができ
る。

(中止)

第5条　旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式
第3号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。

(対象除外)

第6条　所属長以上の者は、旧姓使用の対象から除くものとする。

(旧姓使用の範囲)

第7条　旧姓を使用できるのは、法律等に抵触するおそれがなく、専ら組織内で使用
され職務遂行上支障がないと認められたものとする。

(1)　旧姓使用ができるもの

ア　単に氏名が記載されたもの

イ　専ら組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできるもの

ウ　公務員の権利・義務に係るもののうち、職員の同一性の確認が容易にでき、旧姓
使用により係争となるおそれのない内容のもの

エ　その他特別の法律関係を生じさせるおそれのないもので、所属長が職務の遂行
に支障がないと認めるもの

(2)　旧姓の使用ができないもの

ア　公務員の身分関係を規定するもので他に与える影響が大きいもの

イ　職員の権利・義務に関するもので、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるも
の

ウ　直接公権力の行使にかかるもの



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７
問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

19 212 上野原市

(他の任命権者の承認を受けた職員の取扱い)

第8条　市長以外の任命権者から旧姓の使用の承認を受けた職員については、市長
が旧姓の使用を承認した者とみなし、第2条の規定による手続きを省略することがで
きるものとする。

(責務)

第9条　所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めな
ければならない。

2　旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に市民、職員等に誤解や
混乱が生じないよう努めなければならない。

(その他)

第10条　この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別
に定める。

附　則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附　則(平成20年12月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

19 213 甲州市 4 甲州市議会 1 2 1

甲州市議会会議規則

(欠席の届出)
第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議
長に届け出なければならない。
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内にお
いて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

19 214 中央市 3 中央市議会 1 2 1

中央市議会会議規則

第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議
長に届け出なければならない。
２　議員は出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内に
おいて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

第91条　委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむ
を得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに
委員長に届け出なければならない。
２　委員は出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内に
おいて、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

19 346 市川三郷町 4 市川三郷町議会 2 4 4 4 4 2

19 364 早川町 4 早川町議会 1 2 1

早川町議会会議規則

第2条第2項
　前項の規定に関わらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週
間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過す
る日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。

2 1 1 1 1 1 4

19 365 身延町 4 身延町議会 1 4 2 2 4 4 2 2 2 2
19 366 南部町 4 南部町議会 1 3 2 2 2 2 2 2 2 4

19 368 富士川町 4 富士川町議会 1 2 1

富士川町議会会議規則

第２条
議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に
届け出をしなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日
の６週間（多児妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から、当該出産の日後８週
間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に
欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

19 384 昭和町 4 昭和町議会 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1
19 422 道志村 4 道志村議会 3 3 3 3 3 3 3
19 423 西桂町 4 西桂町議会 1 4 2 2 1 2 2 2 2 1
19 424 忍野村 4 忍野村議会 4 4 4 4 4 4 4
19 425 山中湖村 4 山中湖村議会 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3

19 429 鳴沢村 4 鳴沢村議会 1 2 1

鳴沢村議会会議規則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の
やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。

2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。

2 1 1 1 1 1



市町村４－５

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に使用した事例も判
断したこともない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、
運用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、
過去に事例がない。

１．労働基準法65条の
産前産後期間よりも短
い。
２．労働基準法65条の
産前産後期間と同等。
３．労働基準法65条の
産前産後期間よりも長
い。
４．期間の定めはない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定がなく、運用上も認めていない
　　４．明記した規定がなく、過去に事例がない

問７
問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問３で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問５で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

19 430
富士河口湖
町

4 富士河口湖町議会 1 2 1

富士河口湖町議会会議規則

第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の
やむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。　　　　２　前項の規定にかかわらず、議員が出
産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14
週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

19 442 小菅村 4 小菅村議会 4 4 4 4 4 2 4

19 443 丹波山村 4
丹波山村議会事務
局

2 2 4 2 4 2 4



市町村４－５ (2)

調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 山梨県

議会関係は2022年7月1日（その他2022年4月1日）

問８ 問９ 問１０ 問１２ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置されている。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設置または提供
がされている。（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後、取り組む予定であ
る。
３．行っておらず、今後、
取り組む予定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

に
関
す
る
規
定

(

倫
理
規

定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関

す
る
議
員
向
け
相
談
窓
口

を
設
置
し
て
い
る

３
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

に
関
す
る
議
員
向
け
研
修

を
行

っ
て
い
る

４
．
そ
の
他

その他内容

１．利用している。
２．利用していないが、今
後利用予定である。
３．利用していない。

１．行っている。
２．行っていないが、今後、
取り組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
り組む予定もない。

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた規
定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

0 1 3 1 0 0 0 0 1 2 2

0 2 6 0 0 0 0 0 5 1 23

0 0 18 0 0 0 0 0 21 1 2

27 24 0 0 0 2 23

19 201 甲府市 4 4 1 4

令和４年４月に内閣府が公表した
動画「政治分野におけるハラスメン
ト防止研修教材」を全議員・議会局
職員に周知し、ハラスメント防止の
啓発を行った。

3 1

甲府市議会議員旧姓使用取扱要綱

第3 議員は、議長の承認を受けたときは、次に
掲げる事項を除き、 旧姓
を使用することができるものとする。
(1)履歴に関する届出書類
(2)辞職願
(3)報酬及び費用弁償の支給に関する書類
(4)源泉徴収票の名義
(5)叙位・叙勲の申請
(6)在職証明書等各種証明書
(7)市議会議員共済会に関する各種申請・届出
書
(8)公用旅券発給申請・査証申請
(9)その他旧姓の使用によって実務上の混乱が
生じるおそれがあると議長が判断するもの

1

地域防災計画

人権男女参画班（人権男女参画課長）
1　総務班への応援に関すること。
2　来庁者（南庁舎）の避難誘導に関すること。
3　庁用自動車（南庁舎）の移動に関すること。
4　重要書類、データの退避（南庁舎）に関する
こと。
（甲府市災害対策本部分掌事務及び編成表よ
り抜粋）

19 202 富士吉田市 4 4 3 3 4 2
19 204 都留市 4 4 3 3 3 2

19 205 山梨市 4 4 1 4
ハラスメント防止に関するリーフ
レットの配布 3 2 2

19 206 大月市 4 4 3 3 4 2
19 207 韮崎市 4 4 3 3 4 2

19 208
南アルプス
市

4 4 2 2 4 2

19 209 北杜市 4 4 3 3 4 2
19 210 甲斐市 4 4 2 3 4 2

19 211 笛吹市 4 1 1 1

笛吹市議会政治倫理規定

第1条
この規定は、笛吹市議会議員の政治倫理に関
する規律の基本となる事項を定めることによる、
議員の政治倫理の確立を図り、もって議員自ら
が清潔で信頼される議会実現を目指すことを目
的とする。

1 4 2

19 212 上野原市 4 4 3 3 4 2
19 213 甲州市 4 4 3 3 4 2
19 214 中央市 4 4 2 2 4 2
19 346 市川三郷町 4 2 2 2 4 2
19 364 早川町 4 2 3 3 4 2
19 365 身延町 4 4 3 3 4 2
19 366 南部町 4 4 3 3 4 2
19 368 富士川町 4 4 2 2 4 2

19 384 昭和町 4 4 3 2 1

昭和町議会議員の通称名等の使用に関する規
定

第2条第1項　　議員は、前条の通称名又は婚姻
等の前の戸籍の氏（以下「通称名等」という。）を
使用しようとするときは、通称名等使用申請書
（様式第1号）を議長に提出し、承認を得なけれ
ばならない。

2

19 422 道志村 4 4 3 3 4 1

道志村地域防災計画

第3章　防災の基本方針
男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、
防災に関する政策・方針決定過程及び防災の
現場における女性の参画を拡大し、男女共同参
画の視点を取り入れた防災体制の確立も必要
である。

19 423 西桂町 4 4 3 3 4 2
19 424 忍野村 4 4 3 3 4 3
19 425 山中湖村 4 4 3 3 4 2
19 429 鳴沢村 4 4 2 3 4 3

19 430
富士河口湖
町

4 4 3 3 4 2

19 442 小菅村 4 4 3 3 4 2
19 443 丹波山村 4 4 3 3 4 2

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを
含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センターの
具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１１
議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１０で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。 問１１で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関す
るもの以外）を行っていま
すか。

内閣府が公表した教材動
画「政治分野におけるハラ
スメント防止研修教材」の
利用

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

調査時点

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することのできる授乳室等が議
会に設置または提供されているか。
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